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今週のことば

ＧＸ脱炭素電源法

電気事業法や原子炉等規制法など５つの

法改正を束ねた法律が成立。原発の運転期

間について安全審査などによる停止期間

を除外することで６０年超の運転が可能に｡

 ◆ 今週のこよみ ◆　ご自分の予定を確認して下さい

 ６／　５(月) 友引　世界環境デー

 　　　６(火) 先負　芒種

 　　　７(水) 仏滅

 　　　８(木) 大安

 　　　９(金) 赤口　天皇・皇后両陛下結婚３０年

 　　１０(土) 先勝　時の記念日、体操全日本種目別選手権

 　　１１(日) 友引　入梅

 先週の株と為替

　　　　日経平均株価　  円(対米ﾄﾞﾙ)

 5/29(月) 31,234 △318   140.44 ▼0.91

   30(火) 31,328 △ 94   140.25 △0.19

   31(水) 30,888 ▼440   139.74 △0.51

 6/ 1(木) 31,148 △260   139.91 ▼0.17

    2(金) 31,524 △376   138.99 △0.92

災害により資産に損害を受けた場合

　今月２日からの大雨により各地で被害が出ていま

す（５日時点で茨城・埼玉・静岡・和歌山の５市１

町に災害救助法を適用）。

◆住宅や家財などが損害を受けた場合（所得税）

　災害により住宅や家財などが損害を受けた場合は、

「雑損控除（所得控除）」又は「災害減免法による

所得税の軽減免除」のどちらかを適用できます。

◎雑損控除……生活に通常必要な資産が損害を受け

た場合に、一定金額（「損失額－所得金額の１０％」

又は「災害関連支出の金額－５万円」のいずれか多

い方）を所得金額から控除できます。

◎災害減免法……住宅や家財の損害額が時価の１／２

以上であり、災害にあった年分の所得金額が１千万

円以下の方が適用でき、所得金額に応じて所得税が

軽減・免除されます（５００万円以下は全額免除、７

５０万円以下は１／２軽減、１千万円以下は１／４軽減）。

◆法人の資産が損害を受けた場合（法人税）

◎滅失・損壊した資産等……棚卸資産や固定資産な

どが滅失・損壊した場合の損失、損壊した資産の取

壊しや土砂等を除去する費用は損金に算入できます。

◎資産の評価損……棚卸資産や固定資産などに著し

い損傷が生じて時価が帳簿価額を下回る場合は、そ

の差額を評価損として損金に算入できます。

◎復旧のための費用……損傷を受けた固定資産の原

状回復や補強工事などの費用は修繕費となります。

◎災害損失欠損金の繰戻しによる還付……災害のあ

った事業年度で生じた災害損失欠損金額は、その事

業年度開始日の前２年以内（白色申告の場合は前１

年）に開始した事業年度に繰り戻して法人税額の還

付を請求することができます。

■ この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５２１

令和４年分の確定申告状況（所得税・贈与税）

　国税庁によると、令和４年分の所得税の確定申

告書は２２９５万１千人が提出し、そのうち申告納

税額があった方は６５３万４千人、還付申告を行っ

た方は１３３２万７千人でした。

　また、申告書を自宅等からｅ-Ｔａｘで提出した方

（税理士による代理送信を含む）は１０７５万７千

人で、そのうち納税者本人によるスマホ申告は前

年比６３％増の２４９万人と大幅に増加しています。

　贈与税の申告については、暦年課税を適用した

申告が４５万４千人、相続時精算課税を適用した申

告が４万３千人となっています。なお、住宅取得

等資金に係る贈与税の非課税措置は５万人が申告

し、３３９２億円が非課税の適用を受けました。

★☆★ ６月のチェックポイント ★☆★

※ ６月支給の給与から、新年度の個人住民税特別

徴収が始まるので、各社員の住所地から通知さ

れた税額を賃金台帳に記入し徴収に備えます。

※ 労働保険の「年度更新手続き」は６月１日から

７月１０日です。また、健康保険・厚生年金の「算

定基礎届」の提出期限も７月１０日なので早めに

準備します。

※ ６月は全国安全週間（７月１日～７日）の準備

月間です。今年のスローガンは「高める意識と

安全行動　築こうみんなのゼロ災職場」です。

　　　情報ＢＯＸ番号が付いている記事の詳細情報は下記

　　　 の手順で取り出すことができます。【無料】

　　　 ①03-3940-6000へＴＥＬ(プッシュ回線)。

　　　 ②記事下のＢＯＸ番号を入力し＃。

　　　 ③取り出し先のＦＡＸ番号を入力し＃。

　　　 ※アナウンスのガイドに添って入力して下さい。
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情報ＢＯＸコード２０１５２１                     ２０２３．６．５ 

災害により資産が損害を受けた場合の所得税・法人税の取扱い 

◆災害によって住宅や家財などに損害を受けた場合の所得税の軽減又は免除 

 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、「雑損控除」又は「災害減免法による所

得税の軽減免除」のどちらか有利な方法を選択し、所得税の全部又は一部を軽減できます。 

◎「雑損控除」の概要 

 雑損控除は、災害又は盗難若しくは横領によって、住宅や家財など生活に通常必要な資産※に損

害を受けた場合に「差引損失額※－総所得金額等×10％」又は「差引損失額のうち災害関連支出

の金額※－5 万円」のいずれか多い方の金額を所得金額から控除できます。 

 なお、その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後 3 年間に繰り越し

て、各年分の所得金額から控除することができます。 

※生活に通常必要な資産に、事業用の資産や別荘、1 個又は 1 組の価額が 30 万円を超える貴金

属、書画、骨とうなどは該当しません。 

※差引損失額とは「損害金額＋災害等に関連したやむを得ない支出の金額－保険金などにより補填

される金額」です。 

※災害関連支出の金額とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出

した金額などです。 

◎「災害減免法による所得税の軽減免除」の概要 

 災害による住宅や家財の損害金額（保険金などの補てんされる金額を除く）がその時価の 2 分

の 1 以上、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が 1,000 万円以下の方で、その災害による

損失額について雑損控除を受けない場合は、その年の所得税が次のように軽減・免除されます。 

所得金額の合計額 軽減又は免除される所得税の額 

500 万円以下 所得税額の全額を免除 

500 万円を超え 750 万円以下 所得税額の 2 分の 1 を軽減 

750 万円を超え 1000 万円以下 所得税額の 4 分の 1 を軽減 

※減免を受けた年の翌年分以降は、減免を受けられません。 

◆災害により法人の資産が損害を受けた場合の主な取扱い 

◎災害により滅失・損壊した資産等 

 商品や店舗などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失や、損壊した資産の取壊し又は

除去のための費用、土砂その他の障害物の除去のための費用は、損金の額に算入されます。 

◎資産の評価損 

 棚卸資産、固定資産又は一定の繰延資産について、災害による著しい損傷が生じ、その時価が帳

簿価額を下回ることとなった場合には、帳簿価額と時価との差額につき、損金経理をすることによ

り、評価損を計上して損金の額に算入することができます。 

◎復旧のために支出する費用 

 災害により被害を受けた固定資産（評価損を計上したものを除く）について、その原状を回復す

るための費用は、修繕費となります。また、被災前の効用を維持するための補強工事、排水又は土

砂崩れの防止等の費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。 

 なお、被災資産について支出する費用（上記に該当するものを除く）の額のうち、資本的支出か

修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の 30％相当額を修繕費とし、残額を資本的支出

とする経理をしているときは、この処理が認められます。 

◎災害損失特別勘定の設定等 

 災害のあった日の属する事業年度において、被害を受けた棚卸資産等の修繕等のために、災害の

あった日から 1 年以内に支出する費用の適正な見積額として繰入限度額以下の金額を損金経理に

より災害損失特別勘定に繰り入れた場合は、その事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入す

ることができます。これにより災害損失特別勘定に繰り入れた金額は、災害損失の額に含まれます。 

◎災害損失欠損金の繰戻しによる還付 

 災害のあった日から１年以内に終了する事業年度において、災害損失欠損金額がある場合には、

その事業年度開始の日から前１年（青色申告書の場合には前２年）以内に開始した事業年度の法人

税額のうち災害損失欠損金額に対応する部分の金額について、還付を請求することができます。 

※災害損失欠損金額とは、棚卸資産や固定資産などについて災害のあった日の属する事業年度にお

いて災害により生じた損失の額のうち欠損金額に達するまでの金額をいいます。 


